
第５３号議案 

 

 

町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

令和３年(２０２１年)６月７日 

 

                                        提出者  町田市長  石 阪 丈 一 



町田市体育施設条例の一部を改正する条例 

町田市体育施設条例（平成１７年６月町田市条例第３４号）の一部を次のように改

正する。 

次の表に掲げる規定の下線を付した部分について改正する。 
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改正後 改正前 

別表第２（第９条関係） 別表第２（第９条関係） 

施設の名称 利用単位 利用時間 専用利用時間 

略 略 略 略 

町田市立室

内プール 

２時間（会議室及び

多目的室にあって

は、３時間） 

午前９時から午

後９時まで 

同左 

略 略 略 略 
 

施設の名称 利用単位 利用時間 専用利用時間 

略 略 略 略 

町田市立室

内プール 

 

２時間 午前９時から午

後９時まで 

同左 

略 略 略 略 
 

備考 備考 

１ 略 １ 略 

２ 町田市立室内プールの浴室の利用時間は、午前１０時から午後９

時までとする。 

 

３ 略 ２ 略 

別表第４（第１６条関係） 別表第４（第１６条関係） 

１ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） １ 施設利用料金（駐車場に係るものを除く。） 

（１）専用利用の場合の利用料金 （１）専用利用の場合の利用料金 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 会議室等の利用料金 ウ 会議室の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

  入場料が

１，００

０円以下

入場料が

１，００

０円を超

入場料が

３，００

０円以上

施設の名称等 利用

単位 

入場料の

徴収又は

これに類

する取扱

いをしな

入場料の徴収又はこれに類する

取扱いをする場合 

  入場料が

１，００

０円以下

入場料が

１，００

０円を超

入場料が

３，００

０円以上
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い場合 の金額の

とき。 

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

略 略 略 略 略 略 

多目的

室１ 

３時

間 

１，５０

０円 

３，００

０円 

４，５０

０円 

６，００

０円 

 多目的

室２ 

３時

間 

１，００

０円 

２，００

０円 

３，００

０円 

４，００

０円 

 多目的

室３ 

３時

間 

３００円 ６００円 ９００円 １，２０

０円 
 

い場合 の金額の

とき。 

え３，０

００円未

満の金額

のとき。 

の金額の

とき。 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

略 略 略 略 略 略 

 

 

     

  

 

     

  

 

     

 

備考 略 備考 略 

（２）個人利用の場合の利用料金 （２）個人利用の場合の利用料金 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

略 略 略 略 略 略 

浴室 １回 ７００円 ３５０円 ７００円 ３５０円 

 

施設の名称等 利用

単位 

利用料金 

大人 子ども 高齢者 障がい者 

略 略 略 略 略 略 略 

町田市

立室内

プール 

略 略 略 略 略 略 

      

 

備考 略 備考 略 

２・３ 略 ２・３ 略 
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附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、令和４年４月１日から施行する。ただし、附則第３項の規定は、公

布の日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の日（以下「施行日」という。）前にされた町田市立室内プールの

施行日以後の管理業務を行わせる者を選定する手続は、この条例による改正後の町

田市体育施設条例（以下「新条例」という。）の規定によりなされたものとみなす。 

 （準備行為） 

３ 施行日以後の施設の利用に関し必要な手続その他の行為は、施行日前においても、

新条例の規定の例により行うことができる。 
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